
健康福祉部　地域包括ケア推進課・高齢支援課・健康推進課

令和元年度　高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画

目 標 事 業 評 価 調 書



【評価】

Ａ 目標を達成した

Ｂ 一定以上の成果が出た

Ｃ 十分な成果が出ていない

Ｄ 未実施

【次年度方針】

新規 新規事業の実施

継続 現行どおり、事業を継続する

充実 事業の充実、強化を図る

改善 事業の見直し、改善を図る

縮小 事業規模を縮小する

廃止 事業を廃止する

【調書の進捗状況及び今後の方針の見方】
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施策目標

第４章　高齢者保健福祉計画

（１）生活支援サービスの充実

（２）医療・介護の連携

（３）認知症施策の推進

（４）家族介護者への支援

○職能団体との連携で行う家族介護者教室の創設
○ケアマネット清瀬の開催
○シニアしっとく講座の開催
○緊急時ショートステイの整備（平成30年度で終了）
○認知症家族会ゆりの会・認知症カフェの開催
○多様な方法による相談対応を検討
○緊急事務管理体制の整備（日常生活自立支援事業の補完）
○介護慰労金の支給

○在宅医療の充実
○かかりつけ医・かかりつけ歯科医・かかりつけ薬局の普及
○在宅医療・介護連携の推進(研修会、連携ツールの活用）
○市民向け研修会等の開催
○医療・介護連携相談窓口の充実
○市内3大学との連携推進

展開していく施策等

○認知症への理解を深めるための普及・啓発
(認知症サポーター養成講座・ｽﾃｯﾌﾟアップ講座等の開催、災害時支援ガイドの普
及）
○認知症の状態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供
（認知症初期集中支援チーム活動の充実、きよせ認知症ガイドブック(認知症ケア
パス）の充実）
○若年性認知症施策の強化
(相談体制及び特性に配慮した支援の充実）
○認知症の方の介護者への支援
（家族介護者の交流会・認知症カフェの充実、徘徊探索サービスの実施、サービ
ス整備、家族介護教室等の開催）
○認知症の方を含む高齢者にやさしい地域づくり
（行方不明等高齢者対策の充実、交通事故防止対策の推進、権利擁護支援の充
実）

基本目標

○生活支援コーディネーター、第２層生活支援・介護予防サービス提供主体等協
議体の活動推進
○自立支援日常生活用具給付事業の実施
○住民主体型訪問型サービス及び通所型サービスの立ち上げ支援
○緊急通報システム事業の実施
○火災安全システム事業の実施
○寝具乾燥事業の実施
○おむつ給付事業の実施

１．住み慣れた地域で安心して暮らす

章
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施策目標

（５）権利擁護の推進

（６）高齢者向け住宅施策等の推進

（７）安心安全のまちづくり

２.一人ひとりがその人らしくいきいきと暮らす

（１）地域交流の場の充実

（２）高齢者の活動支援

展開していく施策等

○成年後見制度・日常生活自立支援事業の普及啓発促進
○緊急事務管理体制の整備(日常生活自立支援事業の補完）（再掲）
○消費者被害に関する相談受付、被害防止のための情報発信
○消費者生活相談体制の充実
○地域ケア会議の開催
○緊急時ショートステイの整備（平成30年度で終了）(再掲）
○高齢者虐待防止を目的とした講演会・普及啓発活動
○高齢者虐待などの相談・対応

○自立支援住宅改修費助成事業の実施
○借上げ高齢者住宅の提供
○都営住宅地元割り当ての提供
○シルバーピアへの生活協力員配置

○シルバー人材センター運営費補助事業
○シニアクラブ活動への支援(健康づくり、友愛活動、社会奉仕活動等）
○介護予防活動団体育成事業の充実、団体の活動支援）

○敬老大会等の開催
○多世代が交流できる老人いこいの家の有効活用
○サロン活動の運営支援
○サロンマップ等を活用した交流の場の周知（サロンマップ作成）
○市内３大学との連携推進(再掲）
○市内一斉清掃への参加促進

○避難行動要支援者登録制度
○救急情報シート配付事業
○緊急通報システム事業の実施(再掲）
○出前講座や出張相談の実施
○高齢者等の見守り活動に関する協定
○清瀬市高齢者ふれあいネットワーク事業
○交通安全に関する教室や講習の実施（平成30年度で終了）
○消費者被害に関する相談受付、被害防止のための情報発信(再掲）
○災害時における福祉避難所の利用に関する協定
○福祉避難所連絡会の開催
○地域団体等による見守り活動支援
○自動通話録音機の貸与
○移送・配食サービス実施団体への助成等

章

（第４章　高齢
者保健福祉計
画）

基本目標

（１．住み慣れた地域で安心して暮ら
す）
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施策目標

（３）技能や経験を発揮できる環境づくり

（４）生涯学習環境の充実

 ３.いつまでも元気に介護を必要とせずに暮らす

（１）健康づくり支援の充実

（２）介護予防の充実

（３）支え合いの活動支援

（４）運動できる環境の推進

○シルバー人材センターの積極的な周知及び活用
○介護サポーター事業の充実
○ボランティアセンターの活用
○様々なボランティア活動の広報

展開していく施策等

○シニアカレッジの開催
○生涯学習メニューの情報発信
○出前講座による介護保険、福祉サービスの市民説明の実施

○貸出公共施設、公園、老人いこいの家等の活用
○よろず健康教室による軽スポーツや体操の実施
○シニアクラブによるスポーツ大会や健康ウォーキング等の実施
○その他各種スポーツ事業の実施

○シニアクラブ健康づくり活動支援
○よろず健康教室の実施（軽体操、ストレッチ）
○介護予防活動団体育成事業の充実、団体の活動支援（再掲）
○一般介護予防事業の実施（脳トレ元気塾、脳力アップ塾、お喜楽貯筋クラブ、フ
レイル、オーラル・フレイル予防事業等）
○出前講座や出張相談等の実施による総合事業の普及啓発（平成30年度で終
了）
○介護予防ケアマネジメントの質の向上
○総合事業の多様なサービスの拡充・充実(住民主体型通所サービスB、短期集
中予防通所サービスC等）

○生活支援コーディネーター、第2層生活支援・介護予防サービス提供主体等協
議体の活動推進(再掲）
○ボランティアの育成
○サロン活動の運営支援(再掲）

○健康大学の講演会等の実施
○各種健康教室・健康相談の実施
（生活習慣病予防、骨粗しょう症予防、自殺予防等）
○健康増進室の運営(トレーニング、ストレッチ体操）
○保健師等による地域健康づくり支援
○健康づくり推進員による地域健康づくり支援
○特定健康診査、後期高齢者医療健康診査、特定保健指導の実施
○結核健診、各種がん検診、成人歯科健診の実施
○高齢者インフルエンザワクチン接種費用の一部助成
○高齢者肺炎球菌ワクチンの定期予防接種の実施

章

（第４章　高齢
者保健福祉計
画）

基本目標

（２．一人ひとりがその人らしくいきいきと
暮らす）
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施策目標

第５章　第７期介護保険事業計画

 ４.介護が必要となっても安心して暮らす

（１）介護保険サービス基盤の充実

（２）介護保険事業を円滑に推進するための施策

（３）介護人材の確保・定着支援

展開していく施策等

○被保険者数と要支援・要介護認定者数の推計（別紙）
○居宅サービス（別紙）
○施設サービス(別紙）
○地域密着型サービス（別紙）
○地域支援事業
　　　・総合事業
　　　・包括的支援事業
　　　・任意事業

○介護人材の確保・定着支援

○自立支援、重度化防止の取り組み
○介護給付の適正化計画
○事業所等に対する指導等
○利用者の保護
○介護離職防止
○事業者に対する支援及び連携

章 基本目標
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基本
目標

施策
目標

令和元年度　取組内容 評価 今後の方針
次年度
方　 針

①地域包括支援センターの地区ごとに、高齢者の支え合い
の地域づくりについて情報共有や取組を行う第2層協議体
を、概ね毎月１回開催（３か所）。地域によってまだ協議体が
立ち上がっていないため、地区間で検討や活動の広がりに
差が生じた。
②市内全体の活動団体の紹介や、興味がある市民をつな
ぐ取組（マッチング）を行う大規模イベントを３月に企画した
が、新型コロナウイルス感染症の影響で中止とした。

C

協議体活動の中心を第1層から第2層に移行し、地区
の状況にあった住民主体の取組を進める。
第2層協議体を開催できていない地区について、支え
合いの地域づくりについての理解を深める取り組みを
進め、実施できていない中里や下宿地域を含む協議
体の立ち上げを目標とする。

改善

市民生活便利帳、市民配布用の介護保険の冊子、介護保
険サービスガイド及びホームページに案内を掲載し周知し
た。令和元年度 実績なし

C
引き続き、事業を継続する。市報への掲載も検討す
る。ＰＲを拡大する。

改善

住民主体型通所型サービスに関しては、委託事業として
NPO法人が実施している。住民主体型訪問型サービスにつ
いては、市内民間団体と協議を行ったが、折り合いがつか
ず、実施に至っていない。

Ｃ

住民主体型通所型サービスは、委託していたＮＰＯ法
人が令和2年度中で事業終了となるため、新たにサー
ビスを新設し、提供していく予定。住民主体型訪問型
サービスは令和3年度の事業開始を目指し、市内団体
と協議をしていく予定。
総合事業が広く周知され、活用できるようになれば、住
民の活躍の場の創設と、サービスの提供が進むと考え
ている。

改善

市民生活便利帳、市民配布用の介護保険の冊子、介護保
険サービスガイド及びホームページに案内を掲載し周知し
た。令和元年度実績 89件

B 引き続き、事業を継続する。 継続

市民生活便利帳、市民配布用の介護保険の冊子、介護保
険サービスガイド及びホームページに案内を掲載し周知し
た。令和元年度 実績2件

B 引き続き、事業を継続する。 継続

市民生活便利帳、市民配布用の介護保険の冊子、介護保
険サービスガイド及びホームページに案内を掲載し周知し
た。令和元年度 実績なし

Ｃ
引き続き、事業を継続する。市報への掲載も検討す
る。ＰＲを拡大する。

改善

市民生活便利帳、市民配布用の介護保険の冊子、介護保
険サービスガイド及びホームページに案内を掲載し周知し
た。 令和元年度 実績265件(実件数)

B 引き続き、事業を継続する。 継続

１
　
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
す

住民主体型訪問型サービス
及び通所型サービスの立ち上げ支援

生活支援コーディネーター、第２層生
活支援・介護予防サービス提供主体等
協議体の活動推進

自立支援日常生活用具給付事業の実
施

緊急通報システム事業の実施

火災安全システム事業の実施

寝具乾燥事業の実施

展開していく施策等

おむつ給付事業の実施

（
1

）
生
活
支
援
サ
ー

ビ
ス
の
充
実
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基本
目標

施策
目標

令和元年度　取組内容 評価 今後の方針
次年度
方　 針

展開していく施策等

①在宅医療・介護関係者の連携を推進するために、専門職
種が在宅医療・介護の必要性と相互の専門性や役割を学
ぶ研修の見直しを行い、２回実施した。

②市民が認知症について学ぶことが出来る講演会を開催し
た。

③在宅療養についての機関・専門職、市民の理解を進め、
在宅療養の利用者（往診利用者）が増えるように進めてい
る。

④専門職種が連携に困った際に相談できる医療・介護連携
相談窓口を充実させた。

B

研修会の運営について、平成30年度から医療介護連
携推進協議会研修部会に加え、関係諸団体による実
行委員会を立ち上げ、運営の協力を依頼している。

令和元年度末から広がった新型コロナウイルス感染症
の影響で医療・介護の専門職が出席する協議会の開
催が難しい状況となっている。連携推進を図る協議体
や研修等のオンライン化について検討する。

改善

市内3大学との連携推進は、「医療・介護の連携」としてではなく、「地域交流の場の充実」において、後掲する。

（
2

）
医
療
・
介
護
の
連
携

市内３大学との連携推進

1
　
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
す

医療・介護の連携推進
　○在宅医療の充実
　○かかりつけ医・かかりつけ歯科医・
　　かかりつけ薬局の普及
　○在宅医療・介護連携の推進
　　（研修会、連携ツールの活用）
　○市民向け研修会等の開催
　○医療・介護連携相談窓口の充実
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基本
目標

施策
目標

令和元年度　取組内容 評価 今後の方針
次年度
方　 針

展開していく施策等

市内小学校の4年生を対象に認知症サポーター養成講座
を開催した。中学校に対しては2校において1、2年生を対象
に開催した。
認知症サポーターステップアップ講座を開催。参加者はＶＲ
機器を用い、認知症の疑似体験を行った後、意見交換を
行った。

B
キャラバンメイトやステップアップ講座受講者から、
チームオレンジに興味を持つ方を募集し、令和2年度
以降のチームオレンジの構築に向け検討していく。

継続

認知症の人とのファーストタッチを意味し、認知症の初期症
状の人、認知症があるが、医療や介護につながりがない人
に対しての訪問を中心とした短期的な支援を行っている。

B

市内包括支援センター、地域拠点型認知症疾患医療
センターとの連携を強化し、利用者がかかりつけ医で
の認知症の継続的な支援を行えるような連携を図って
いく。

継続

担当圏域包括で相談を実施する体制は出来ている。また、
東京都が設置している、多摩若年性相談センターとの連携
を図っている。実際に令和元年度は2件若年性認知症の方
への支援を行った。

Ｃ
若年性認知症の方への対応は、今後も、地域拠点型
認知症疾患医療センター、多摩若年性認知症相談セ
ンター等と協力し、対象者の把握に努める。

改善

ゆりの会（認知症家族会）：毎月1回開催し、認知症の方を
介護する介護者の気持ちを吐露する場を作っている。令和
元年度実績12回。清瀬駅前の会議室で開催しているが、梅
園、野塩エリアからの参加があまりなかったため、秋津駅前
の会場で臨時会を開催した。
認知症カフェ事業：令和元年度より場所を変更し、直営での
実施とした。カフェふわっとんで年間20回開催した。年度途
中からはスターバックスでも開催し、年間7回開催した。全体
での参加者は延べ231名の参加があった。
いなくなっちゃうかもリスト（行方不明者対策）：行方不明の
危険がある市民をあらかじめ写真付で登録しておくことで万
一の際に備える。登録された方には、「きらり反射ステッ
カー」を配布した。
行方不明発生時、警察からの要望に応じ、清瀬市一斉メー
ルサービスの中の安全安心メール登録者に対して情報提
供し、早期発見に取り組んだ。
交通事故防止の推進：警察と連携し、認知症の方の免許返
納に取り組んだ。
権利擁護支援の充実を図っている。

B
認知症カフェの周知は図られてきたが、認知症当事者
の参加は少ないため、認知症当事者が参加できるよう
な仕組みづくりを図っていく。

改善

1
　
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
す

（
3

）
認
知
症
施
策
の
推
進

認知症への理解を深めるための普及・
啓発（認知症サポーター養成講座・ス
テップアップ講座等の開催、災害時支
援ガイドの普及）

認知症の状態に応じた適時・適切な医
療・介護等の提供（認知症初期集中支
援チーム活動の充実、きよせ認知症ガ
イドブック（認知症ケアパス）の充実）

若年性認知症施策の強化（相談体制
及び特性に配慮した支援の充実）

認知症の方の介護者への支援（家族介
護者の交流会・認知症カフェの充実、
徘徊探索サービスの実施、サービス整
備、家族介護教室等の実施）

認知症の方を含む高齢者にやさしい地
域づくり（行方不明等高齢者対策の充
実、交通事故防止対策の推進、権利擁
護支援の充実）

8



基本
目標

施策
目標

令和元年度　取組内容 評価 今後の方針
次年度
方　 針

展開していく施策等

清瀬リハビリテーション連絡会、福祉用具事業所と協力し
て、安全な移乗介護と有効な福祉用具について学ぶ機会
を設けた。
令和元年度実績14人。アンケート結果ではすべての参加者
が「今後に役立てる」と回答した。

A

家族介護者が何を学びたいか、令和元年度のアン
ケートを基に検討し、介護者に必要な教室を開催して
いく。介護離職防止のため、専門職による相談ブース
を設ける予定。

継続

勉強会を開催した。（介護予防サービス計画・介護予防ケア
マネジメントの手引き、消費生活相談の立場から、ＡＣＰ、実
地指導をふまえたケアマネジメントの業務の工夫について、
ケアマネジャーが把握しておくべき薬の知識、高齢者の栄
養について）
情報交換を行っている。
職能団体が主導できるように引継ぎを行い、一部主導する
ことができた。令和元年度開催回数5回

A
介護支援専門員の職能団体であるため、職能団体側
の主導で、主体的に運営開催できるように支援する。

継続

シリーズ4回で開催し、参加者多く、満足度も高い。
・そろそろ考えたい終活～エンディングノートの書き方～34
人
・シニアとペット　そのときあなたは…　17人
・なかなか聞けない相続と葬儀　32人
・住み慣れた地域で最期まで～知ってトクする！介護保険と
訪問介護の実際～　49人

A 講座内容の検討が必要である。 継続

ゆりの会（認知症家族会）：毎月1回開催し、認知症の人を
介護する介護者の気持ちを吐露する場を作っている。令和
元年度実績12回。清瀬駅前の会議室で開催しているが、梅
園、野塩エリアからの参加があまりなかったため、秋津駅前
の会場で臨時会を開催した。（再掲）
認知症カフェ事業：令和元年度より場所を変更し、直営での
実施とした。カフェふわっとんで年間20回開催した。年度途
中からはスターバックスでも開催し、年間7回開催した。全体
での参加者は延べ231名の参加があった。（再掲）

B
認知症カフェの周知は図られてきたが、認知症当事者
の参加は少ないため、認知症当事者が参加できるよう
な仕組みづくりを図っていく。（再掲）

改善

・電話（5,375件）　・来所（804件）　・訪問（2,426件）　・メー
ル（29件）　　・その他（212件）

B 市内包括が適切に相談体制を確保する。 継続

権利擁護、認知症等金銭等管理が必要な方に対して一時
的に保管、管理を行った。

A
あくまでも一時預かりとしている。成年後見制度等、他
管理者が確保されるまでのつなぎとして行う。

継続

市民生活便利帳、ホームページに案内を掲載した。令和元
年度実績なし

Ｃ
引き続き、事業を継続する。市報への掲載も検討す
る。ＰＲを拡大する。

改善

（
4

）
家
族
介
護
者
へ
の
支
援

1
　
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
す

職能団体との連携で行う
家族介護者教室の創設

ケアマネット清瀬の開催

シニアしっとく講座の開催

認知症家族会ゆりの会・認知症カフェ
の開催

多様な方法による相談対応を検討

緊急事務管理体制の整備
（日常生活自立支援事業の補完）

介護慰労金の支給
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基本
目標

施策
目標

令和元年度　取組内容 評価 今後の方針
次年度
方　 針

展開していく施策等

・地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）38人
（前年37人）
・市民後見人活躍数　3件（前年3件）
・後見申立支援件数　11件（前年24件）
成年後見制度の利用に関する法律に基づき、国は成年後
見制度利用促進基本計画を策定した。これに基づき、国
は、全国全ての市町村での利用促進基本計画の策定、協
議会及び中核機関の設置をＫＰＩ（成果指標）として設定し
ている。
当市においても、令和3年度内の中核機関設立に向け①計
画の検討②地域連携ネットワークの構築に向けての協議会
や中核機関の設置等、利用促進に向けての体制整備を進
めている。

Ｂ

国がＫＰＩ（成果指標）を設定するなど、利用促進に向
けての体制整備は必要不可欠なものとなっており、国
が示す中核機関の設置期限は令和3年度となってい
る。当市には成年後見制度推進機関である「きよせ権
利擁護センター」が既に設置済みのため、令和3年度
末までに、権利擁護センターの機能強化や体制整備
を行うことで、中核機関と位置付けたい。

改善

権利擁護、認知症等金銭等管理が必要な方に対して一時
的に保管、管理を行った。（再掲）

A
あくまでも一時預かりとしている。成年後見制度等、他
管理者が確保されるまでのつなぎとして行う。（再掲）

継続

自立支援型個別地域ケア会議：7回　課題解決型個別地域
ケア会議：2回　一定回数以上の生活援助を位置付けたケ
アプランの検討個別地域ケア会議：1回　地域ケア推進会
議：4回　その他地域ケア会議：15回　開催した。

Ｂ
個別地域ケア会議を重ねていき、地域ケア推進会議
で地域課題の発掘、提言、対応を行っていく。

充実

きよせ権利擁護センターあいねっと主催による講演会を開
催した（3回、105人）。
市報(令和元12月1日号)に特集を掲載。虐待について市民
に周知を図った。
市内居宅介護支援事業所向けの高齢者虐待研修を行っ
た。

A
虐待についての周知が不足しているため、広報活動
を多くする。

継続

相談件数954件。高齢者虐待防止法にのっとり適切に虐待
対応を実施した。
やむを得ない事由による措置・面会制限・立ち入り調査権
の実施。

A 今後も虐待防止法にのっとり適切に対応する。 継続

相談が入った際には、十分な聞きとりを行い、東村山警察・
清瀬市防災防犯課・消費生活センターと連携を図り、対応
した。情報提供を行った。

警察が推奨している特殊詐欺防止アドバイザーに関し
て積極的に増やしていく。
情報発信。関係機関と連携を図る。
地域包括支援センターでも自動通話録音機の設置に
協力していく。

Ｃ 改善

高齢者虐待などの相談・対応

1
　
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
す

（
5

）
権
利
擁
護
の
推
進

地域ケア会議の開催

高齢者虐待防止を目的とした講演会・
普及啓発活動

成年後見制度・日常生活自立支援事
業の普及啓発促進

消費者生活相談体制の充実

緊急事務管理体制の整備
（日常生活自立支援事業の補完）（再
掲）

消費者被害に関する相談受付、
被害防止のための情報発信
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基本
目標

施策
目標

令和元年度　取組内容 評価 今後の方針
次年度
方　 針

展開していく施策等

市民生活便利帳、市民配布用の介護保険の冊子、介護保
険サービスガイド、ホームページに案内を掲載し周知した。
令和元年度実績20件

B 引き続き、事業を継続する。 継続

民間アパートの借り上げの実施　2か所20戸
シルバーピア(都営住宅)の運営の実施　6か所165戸
高齢者優良賃貸住宅入居者に対する家賃補助の実施　1
か所13戸
ケアハウス施設整備に対する補助の実施　1か所32戸

B
引き続き、事業を継続する。各高齢者向け住宅は、仕
組み・タイプが違っていて分かりづらいところもあるの
で、高齢者目線に立った対応の検討を行う。

改善

都営住宅の高齢者向け住宅に地元割り当てがあり、募集
（市報に募集記事を掲載）から入居までの業務を行った。令
和元年度実績3戸

B 引き続き、事業を継続する。 継続

シルバーピア6か所（165戸）に、居住型生活協力員を3か
所、通勤型生活協力員を3か所配置し、生活協力員は入居
者のための業務を行った。（生活協力員の業務：入居者の
安否の確認、夜間を含む緊急時の対応、関係機関等との
連絡、団らん室の管理及び入居者の交流促進のための活
動）

B 引き続き、事業を継続する。 継続

（
6

）
高
齢
者
向
け
住
宅
施
策
等
の
推
進

自立支援住宅改修費助成事業の実施

借上げ高齢者住宅の提供

都営住宅地元割り当ての提供

シルバーピアへの生活協力員配置

1
　
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
す
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基本
目標

施策
目標

令和元年度　取組内容 評価 今後の方針
次年度
方　 針

展開していく施策等

①避難行動要支援者登録制度の呼びかけ（市報、防災訓
練等、民生委員訪問時）を行った。
②避難行動要支援者登録制度の見直しを行い、本人状態
をより把握できる仕組みに変更した。また、ケアマネジャー
や、障害の相談支援員に対し制度の周知を実施した。
③避難行動要支援者登録制度の登録者544名に対し、登
録内容の更新確認を行った。
④避難行動要支援者管理システムの入替を行った。

B

制度の趣旨に基づき、発災時に避難が困難な、要介
護3以上の方や、重度の障害手帳保持者等の登録が
増えるよう、ケアマネジャーや、障害の相談支援員に
対する、制度の周知を強化する。
市内の自主防災組織に対し、要支援者の支援に関す
る協定の締結を進める。

改善

①窓口にて救急情報シートを配布した。
②救急情報シートの作成・管理をした。
（累計8,540枚）

Ｂ

現在使用している物は静電気で冷蔵庫等に貼り付け
られる特殊なものであるが、作成単価が高い為、全戸
配布が難しい。紙等をテープで貼り付ける方式等を検
討し、市報等と合わせて救急情報シートを配布できな
いか検討する。

改善

市民生活便利帳、市民配布用の介護保険の冊子、介護保
険サービスガイド及びホームページに案内を掲載し周知し
た。令和元年度実績 89件（再掲）

B 引き続き、事業を継続する。（再掲） 継続

認知症サポーター養成講座の出前講座開催した（11回）。
事業所向けに虐待に関する講座した（1回）。

Ａ
今後も市民からの希望にこたえるよう、講座を開催す
る。

継続

①清瀬市高齢者等の見守り活動に関する連絡協議会を開
催した。
②定期的に自宅を訪問する機会がある民間事業者等が、
日常生活の中で高齢者等に異変を感じた際に地域包括支
援センターに情報提供してもらった。
見守り活動に関する協定締結16団体（前年14団体）

Ｂ
引き続き高齢者等の見守り活動に関する協定締結事
業者との連携強化を図ると共に、他の事業者にも当協
定への理解を促し協定につなげる。

継続

希望者に対して定期的な見守りを行った。
日常的な見守りを、ふれあい協力員、ふれあい協力機関が
行い、気になる高齢者がいた場合、地域包括支援センター
へ連絡をもらった。

Ｂ
ゆるやかな見守りをメインとしていくように方向転換が
必要になってきている。

改善

1
　
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
す

（
7

）
安
心
安
全
の
ま
ち
づ
く
り

救急情報シート配付事業

緊急通報システム事業の実施（再掲）

出前講座や出張相談の実施

高齢者等の見守り活動に関する協定

清瀬市高齢者ふれあいネットワーク事
業

避難行動要支援者登録制度
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基本
目標

施策
目標

令和元年度　取組内容 評価 今後の方針
次年度
方　 針

展開していく施策等

相談が入った際には、十分な聞きとりを行い、東村山警察・
清瀬市防災防犯課・消費生活センターと連携を図り、対応
した。情報提供を行った。（再掲）

Ｃ

警察が推奨している特殊詐欺防止アドバイザーに関し
て積極的に増やしていく。
情報発信。関係機関と連携を図る。
地域包括支援センターでも自動通話録音機の設置に
協力していく。(再掲)

改善

①清瀬市高齢者等の見守り活動に関する連絡協議会を開
催した。
②定期的に自宅を訪問する機会がある民間事業者等が、
日常生活の中で高齢者等に異変を感じた際に地域包括支
援センターに情報提供してもらった。
見守り活動に関する協定締結16団体（前年14団体）（再掲）

Ｂ
引き続き高齢者等の見守り活動に関する協定締結事
業者との連携強化を図ると共に、他の事業者にも当協
定への理解を促し協定につなげる。（再掲）

継続

高齢者の電話による特殊詐欺や消費者被害の未然防止を
目的に、通話内容が自動録音される自動通話録音機を４０
０台購入。チラシを作成し、市内公共施設に掲示・配布を依
頼した。また、昨年に引き続き、防災防犯課に配布協力を
依頼。市内４か所の地域包括支援センターにも協力を依頼
し、連携して被害防止に取り組んだ。高齢者向けの講座に
おいても配布。

Ａ

引き続き、地域包括支援センター、防災防犯課と連携
しながら、自動通話録音機貸与による高齢者の消費
者被害防止に取り組む。市報や消費生活センターだ
より「ちえのわ」に掲載し、高齢者へ周知し、高齢者が
集まる場所に出向いて啓発活動を行い被害防止に努
める。

継続

市内NPO法人1団体に対して、年額210,000円の助成を行
い事業の充実を図っている。

Ｂ 引き続き、事業を継続する。 継続

地域団体等による見守り活動支援

災害時における福祉避難所の利用に
関する協定

福祉避難所連絡会の開催（
7

）
安
心
安
全
の
ま
ち
づ
く
り

移送・配食サービス実施団体への助成
等

①防災訓練・水防訓練での避難行動要支援者の避難訓練
及び福祉避難所での受入訓練をした。
②協定締結事業所との連絡会を開催した。
③協定締結事業所の防災対策状況についての情報を収集
した。

Ｂ

各事業所が、自施設の利用者等に必要な物資（食
料、水、ガス、電気等）の備蓄（3日分+10％）や確保手
段について手配を進めていただくよう今後も状況確認
を行う。
なお、発災時の連絡手段については、SNS等を利用し
緊急時の連絡手段として活用できないか等の対策を
検討していく。

継続

消費者被害に関する相談受付、
被害防止のための情報発信（再掲）

1
　
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
す

自動通話録音機の貸与
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基本
目標

施策
目標

令和元年度　取組内容 評価 今後の方針
次年度
方　 針

展開していく施策等

75歳以上を対象とした敬老大会を実施。会場は市内の各施
設を使用して地域ごとで実施し（6か所、8回実施）、1,065人
が参加。（目標値1,400人）
開催内容は式典と演芸等を行った。（運営はシニアクラブ、
シルバー人材センター、演芸の出し物はシニアクラブ等の
協力を得ている。）
敬老大会の周知は市報、ホームページで案内した。

Ｂ
来場者数が目標値に近づくように事業全般的の見直
しを行う。

改善

多世代交流につながる事業として子ども食堂の活動が行わ
れ、交流につながった。令和元年度実績2団体、28回開催

Ｂ 引き続き、事業を継続する。 継続

サロン活動に定期的に参加した。参加を希望する高齢者の
希望があれば同行した。サロン（つどいの場）団体数42団体

Ｂ
新たなサロンの立ち上げを生活支援コーディネーター
が行っている。住民主体の活動を支援していく必要が
あるが、会場、費用面等の課題が残る。

継続

2年に1回、社協と市の予算を交互に出し、サロンマップを発
行している。
2016～2017年版（社協　1,500部）、2018～2019年版（市
3,500部）、2020～2021年版3,000部を発行した。

B

サロンの担い手の高齢化が進む中、若い世代にも手
に取ってもらえる紙面づくりに取り組む。各サロン団体
に依頼し、年間の開催回数と延べ参加者数の把握に
向け調査を始めている。

継続

・日本社会事業大学、明治薬科大学、国立看護大学校から
の協力を得て、健康大学の講演会を実施。

・日本社会事業大学の協力のもと、入門的研修を年2回実
施した。

B 引き続き、各事業を継続する。 継続

シニアクラブの自主活動として、6クラブの参加があった。 Ｃ 引き続き呼びかけを行い参加クラブの増加を図る。 充実
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（
1

）
地
域
交
流
の
場
の
充
実

市内一斉清掃への参加促進

敬老大会等の開催

多世代が交流できる老人いこいの家の
有効活用

サロン活動の運営支援

サロンマップ等を活用した交流の場の
周知（サロンマップ作成）

市内３大学との連携推進
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基本
目標

施策
目標

令和元年度　取組内容 評価 今後の方針
次年度
方　 針

展開していく施策等

高齢となってもこれまでの経験や能力を活かして社会参加
できるよう、就労の場所の充実を図るため、シルバー人材セ
ンターへ運営費の補助を行った。運営補助費25,981千円

Ｂ 引き続き、事業を継続する。 継続

シニアクラブに対して健康づくり、友愛活動、社会奉仕活動
等活動の支援を行った。また、シニアクラブ連合会の事務
局として各種行事（スポーツ大会、芸能大会等）や広報誌の
作成の活動支援も行った。シニアクラブ会員数982人（令和
元年4月1日時点）

Ｂ
シニアクラブに対して介護予防や総合事業の内容が
把握できるように努める。

継続

介護予防に資する団体に対して3万円の補助金を5団体分
用意しており、募集・審査・支払いを社協に委託し、支援を
行った。令和元年度年度実績2団体

Ｂ
広く周知活動を行い、活用してもらい、介護予防に資
する団体の活動を支援する。

継続

シルバー人材センターにおいて、新規会員獲得に向けて定
例以外に女性限定説明会・出張説明会の実施や、東京し
ごと財団と共同でシルバー体験講習・就業体験などを行い
幅広い取り組みを実施した。会員数890人(令和2年3月31日
時点)、就業率83.8%

Ｂ 引き続き、事業を継続する。 継続

高齢者がボランティア活動を通して地域貢献することを奨励
及び支援することで、高齢者自身の介護予防を推進してい
る。
令和元年度年度登録者214人、受入機関37機関、交付金
申請者147人。

B

現在のボランティア対象が高齢施設での活動に限定
されていることから、在宅の事業や障害者施設等も含
めた対象への拡大を検討する。
また、登録者数の増加に向け、制度の魅力を維持し
つつ、登録者増に対応できる仕組みを検討する。

改善

シルバー人材センター運営費補助事業

シニアクラブ活動への支援（健康づく
り、友愛活動、社会奉仕活動等）

介護予防活動団体育成事業の充実、
団体の活動支援

（
2

）
高
齢
者
の
活
動
支
援

様々なボランティア活動の広報
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（
3

）
技
能
や
経
験
を
発
揮
で
き
る
環
境
づ
く
り

事業の際にボランティアセンターを活用し、ボランティアの
募集をかける。市民祭りで行っている「魚森さんを探せ」で
は魚森さん役を募集することが出来た。また、小学校で行っ
ている認知症サポーター養成講座では、キャラバンメイトの
方々にボランティアで協力をいただいた。
清瀬市社会福祉協議会ボランティアセンターでは、高齢者
の技術を生かしたボランティア活動を推進した。ボランティア
登録が159名のうち高齢者は95名であった。介護サポー
ターも214名の登録があり、高齢者が活躍した。

B
ボランティアのニーズとボランティア募集側のニーズが
合うようにコーディネートし、より多くのボランティアが活
躍できる仕組みを検討する。

継続

シルバー人材センターの積極的な周知
及び活用

介護サポーター事業の充実

ボランティアセンターの活用
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基本
目標

施策
目標

令和元年度　取組内容 評価 今後の方針
次年度
方　 針

展開していく施策等

概ね５５歳以上のシニア世代の生きがいと充実した生活を
送るために、生涯学習の機会を提供する場として、清瀬の
歴史と自然、外国語、男性の裁縫、オリンピックの歴史、ジェ
ンダー、人権等の内容で「シニアカレッジ」を実施した。令和
元年度実績34回

Ｂ

清瀬の歴史と自然や人権教育など、地方自治体なら
ではの講座内容を軸に、民間企業・カルチャースクー
ルとの差別化を図り、講座を展開する。オリンピック関
連など、時節に合致し身近に興味関心を持てる学習
内容も取り入れる。フィールドワーク・作品展示発表・
グループワーク・ディスカッション等を取り入れ、参加
型・体験型の学習を目指す。

継続

生涯学習に関する活動をしているサークル、団体等の情報
を集約した冊子「まなびすと」を発行し、学習を始めたい方
への一助となった。まなびすと発行数750冊

Ｂ

年１回の発行であるため、紙媒体である「まなびすと」
の大きな課題は情報の更新である。市民のほとんどが
何らかの形でインターネット環境に接することが可能と
なった現在、生涯学習活動の情報をホームページで
閲覧できるよう準備を進めている。なお、紙媒体の「ま
なびすと」も高齢者を中心にまだまだ需要があるため
当面の間は継続する。

継続

市政に関心を深めていただくために、市職員が市民サーク
ル等に出向いて開講する「きよせ出前講座」の、健康・福祉
分野のメニューとして『介護保険と高齢者福祉サービス』を
令和元年度も継続して設置した。

Ｂ

高齢者福祉に関する市民の関心は過去の実施履歴
（平成２７年度２回、平成２８年度４回、平成２９年度４
回、平成３０年度１回、令和元年度1回）から見ても安
定して高く、今後も継続して設置するべきメニューのひ
とつと言える。また、メニューに載っている講義テーマ
以外の内容についても、柔軟に対応し、市民の要望
に沿ったきめ細かな講座を展開している。

継続

（
4

）
生
涯
学
習
環
境
の
充
実

シニアカレッジの開催

生涯学習メニューの情報発信

出前講座による介護保険、福祉サービ
スの市民説明の実施
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す
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基本
目標

施策
目標

令和元年度　取組内容 評価 今後の方針
次年度
方　 針

展開していく施策等

医師会、歯科医師会、市内大学のほか、医療関係機関及
び専門機関の協力により、講演会10回、実技コース20回実
施した。実技コースの運動教室は、高齢者の運動強度レベ
ルを見守りながら、日常で継続かつ安全に行うことができる
ように教室運営を行った。実技コースの栄養教室では、身
近な食材活用等も勧め、自立した食生活が送れるように支
援した。実技コース65歳以上参加者数986人／全参加者数
1,293人

Ｂ
引き続き、運動面においては、参加者が実践する際、
安全かつ無理せず継続的に取り組むことのできる内
容等に配慮する。

継続

《成人健康相談》　140回実施　 参加者401人
　　成人相談／食生活相談／高齢者等地域健康相談
《各種健康教室》　17回実施　　参加者232人
　　歯の健康教室／らくうまヘルシークッキング／楽しくラク
ラククッキング／きれいな肺を保つための講座／女性の健
康づくり講座／骨粗しょう症予防教室／ゲートキーパー養
成研修

Ｂ 引き続き、事業を継続する。 継続

健康増進室の運営として、以下の様な内容に取り組んでい
る。
　・体力テスト
　・通常トレーニング
　・初回利用者トレーニング
　・ストレッチ体操
　・みんなで楽しくエクササイズ
　・夜間みんなで楽しくエクササイズ
65歳以上延べ利用者数12,854人／全利用者数18,310人

Ａ 引き続き、事業を継続する。 継続

地域で活動している団体等に健康に関する出前講座を実
施した。
《出前講座の実施》19回　　参加者318人
また、自主活動グループ等へ健康教育・健康相談等による
支援を図った。
《自主活動グループ等》44回　参加者443人

Ｂ 引き続き、事業を継続する。 継続

健康大学の講演会等の実施
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（
1

）
健
康
づ
く
り
支
援
の
充
実 健康増進室の運営（トレーニング、スト

レッチ体操）

保健師等による地域健康づくり支援

各種健康教室・健康相談の実施（生活
習慣病予防、骨粗しょう症予防、自殺予
防等）
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基本
目標

施策
目標

令和元年度　取組内容 評価 今後の方針
次年度
方　 針

展開していく施策等

《健康づくり活動グループ》57回実施  参加者1,337人
中里健やかクラブ／さわやか健康クラブ／のびやか体操グ
ループ／いきいきハイキング/花みずきの会
《育成支援》7回実施
連絡協議会／代表者会議／交流会

Ｂ
引き続き、地域健康づくりを推進する健康づくりの担い
手の確保に努める。

継続

特定健康診査受診率向上を図るため周知活動をはじめ郵
送による受診勧奨を実施し、さらに特定保健指導実施率の
向上のために、電話での受診勧奨や各種教室等の保健事
業の実施、健康センター以外の施設での保健指導を実施し
た。

Ｂ

特定健康診査については、引き続き周知活動と郵送
等による受診勧奨を実施し、特定保健指導について
は、、民間等への委託化を図り、利用勧奨を強化し個
別支援の充実を図る。

充実

がん検診については、受診率向上を図るため、年齢により
一部対象者に受診勧奨を実施しさらに再勧奨を実施した。
これまで６０歳以上であった自己負担金免除対象者を５５歳
以上に拡大した。
また、胃・大腸・肺がんのセット検診を定員１００名で実施し
た。
結核健診については、８０歳以上の方に受診勧奨を実施し
た。

Ｂ

がん検診の受診勧奨、再勧奨を引き続き実施するほ
か、令和元年度好評だった胃・大腸・肺がんのセット検
診の定員を270名に拡大する。また、大腸がん検診の
受診機会確保のため、肺がん検診受診者のうち、希
望者は大腸がん検診を同時に受診できるようにする。
そして、平日に受診することが困難な市民に受診機会
を提供するため、土曜日にセット検診を実施する。さら
に自己負担金免除の対象者を５０歳以上に拡大する。
引き続き、結核健診、成人歯科健診については、事業
を継続する。

充実

令和元年度は、10月15日から1月31日まで実施した。予防
接種法に定めるB類疾病の趣旨に則り、対象者に対し接種
機会を設けた。

Ａ
今後も清瀬市が協定を締結する東京都11市予防接種
協議会構成市及び東久留米市と連携し、引き続き実
施する。

継続

平成２６年度に定期接種化され、当初平成30年度をもって5
歳刻みの経過措置は終了する予定であった。しかし、平成
３１年度より引き続き未接種者を対象に経過措置が継続さ
れることとなったことから、対象者に予防接種法に定めるB
類疾病の趣旨に則り、接種機会を設けた。
　また、手続きの簡略化を図るため、それまで申し込みによ
り交付していた予診票を、対象者に直接送付する方法に変
更した。

Ａ
引き続き、予防接種法に定めるB類疾病の趣旨に則
り、接種機会を設ける。

継続

特定健康診査、後期高齢者医療健康
診査、特定保健指導の実施

結核健診、各種がん検診、成人歯科健
診の実施

高齢者インフルエンザワクチン接種費
用の一部助成

（
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高齢者肺炎球菌ワクチンの定期予防接
種の実施

健康づくり推進員による地域健康づくり
支援
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基本
目標

施策
目標

令和元年度　取組内容 評価 今後の方針
次年度
方　 針

展開していく施策等

シニアクラブに活動の場所として、老人いこいの家や各地
域市民センターの集会室を貸出している。また、各シニアク
ラブに対して、活動費の一部として補助金を交付し、各種会
議などで事務局として支援も行った。

Ｂ
各クラブとも会員の増加が課題であり、更なる、シニア
クラブのPRや新規事業に取り組む。

継続

市内10会場で週1回程度で1回あたり60分程度の軽体操・ス
トレッチ・脳トレ等を実施した。令和元年度実績延べ7,809人
（3月未実施）

Ｂ 引き続き、事業を継続する。 継続

介護予防に資する団体に対して3万円の補助金を5団体分
用意しており、募集・審査・支払いを社協に委託し、支援を
行った。令和元年度年度実績2団体（再掲）

Ｂ
広く周知活動を行い、活用してもらい、介護予防に資
する団体の活動を支援する。（再掲）

継続

脳トレ元気塾（5,702人）・脳力アップ塾（806人）・お喜楽貯
筋クラブ（762人）いずれも広く周知され、参加者も多く、内
容も好評を得た。
フレイル、オーラル・フレイル予防事業は講演会と個別歯科
指導が受けられる歯っぴークーポンの2本立てであるが、講
演会は174人参加で大好評で終わった。

Ａ
令和3年度に向け、一般介護予防事業の再検討を行
う。

継続

4包括ネットワーク会議において包括支援センターのスキル
アップを図った。また、委託先の居宅介護支援事業所につ
いてはOJTを基本とし、主任介護支援専門員や包括スタッ
フがフォローし、スキルアップを図った。

Ｃ

清瀬市での限りある資源に関して、包括や居宅介護
支援事業所のケアマネが十分に理解し、必要な方が
利用できるようにしていく必要がある。ケアマネット等の
既存の会を活用し、周知を図る。

充実

通所Cは市内3ヶ所に委託し、短期間でのリハビリを実施す
ることにより、住み慣れた自宅で継続して生活できることが
出来た。（令和元年度実績108人）
住民主体型通所Bでは、活動を自らが選択することが出来、
利用者は楽しむことが出来た。（令和元年度実績451人）

Ｃ

多様なサービスの利用が伸び悩んでいる。第8期介護
保険事業計画の策定にあたり、ケアマネジメントの部
分から見直しを図り、多様なサービスの利用に結び付
けていく必要がある。

改善

（
2

）
介
護
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シニアクラブ健康づくり活動支援

よろず健康教室の実施（軽体操、スト
レッチ）

介護予防活動団体育成事業の充実、
団体の活動支援（再掲）

一般介護予防事業の実施（脳トレ元気
塾、能力アップ塾、お喜楽貯筋クラブ、
フレイル、オーラル・フレイル予防事業
等）

介護予防ケアマネジメントの質の向上

総合事業の多様なサービスの拡充・充
実（住民主体型通所サービスＢ、短期
集中予防通所サービスＣ等）
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基本
目標

施策
目標

令和元年度　取組内容 評価 今後の方針
次年度
方　 針

展開していく施策等

①地域包括支援センターの地区ごとに、高齢者の支え合い
の地域づくりについて情報共有や取組を行う第2層協議体
を、概ね毎月１回開催（３か所）。地域によってまだ協議体が
立ち上がっていないため、地区間で検討や活動の広がりに
差が生じた。(再掲)
②市内全体の活動団体の紹介や、興味がある市民をつな
ぐ取組（マッチング）を行う大規模イベントを３月に企画した
が、新型コロナウイルス感染症の影響で中止とした。（再掲）

C

協議体活動の中心を第1層から第2層に移行し、地区
の状況にあった住民主体の取組を進める。
第2層協議体を開催できていない地区について、支え
合いの地域づくりについての理解を深める取り組みを
進め、実施できていない中里や下宿地域を含む協議
体の立ち上げを目標とする。(再掲)

改善

一般介護予防事業「お喜楽貯筋クラブ」ではサポーターとし
て、事業の運営や体操の方法等を先生から教わり、実際に
指導することを実践した。サポーターは他事業でボランティ
アとして活躍した。

Ｂ
実際にサポーターの中でボランティア活動をしたもの
の、継続的な実施には至っていない。市の事業のみ
に関わらず、多方面への参加が望ましい。

継続

サロン活動に定期的に参加した。参加を希望する高齢者の
希望があれば同行した。サロン（つどいの場）団体数42団体
（再掲）

Ｂ
新たなサロンの立ち上げを生活支援コーディネーター
が行っている。住民主体の活動を支援していく必要が
あるが、会場、費用面等の課題が残る。（再掲）

継続

現在、老人いこいの家はシニアクラブを中心として使用して
いる。それ以外では、よろず健康教室、高齢者のサークル
活動（フラダンス・踊り・民謡・ヨガ・コーラス等）や地域の団
体で使用している。

Ｂ
施設の経年劣化による老朽化が進んでいて、各施設
で修繕箇所が散見されるため、修繕を行う必要があ
る。

継続

市内10会場で週1回程度で1回あたり60分程度の軽体操・ス
トレッチ・脳トレ等を実施した。令和元年度実績延べ7,809人
（3月未実施）（再掲）

Ｂ 引き続き、事業を継続する。（再掲） 継続

歩け歩け運動、健康ウォーキング、春・秋スポーツ大会、体
力測定等の実施に関して支援を行い、各種取り組みにおけ
る事務局としての支援も行った。実施支援25回

Ｂ 引き続き、事業を継続する。 継続

主に屋外スポーツであるゲートボール、グランドゴルフ、ス
カットボール等の活動にゲートボール場を使用してもらい活
動場所の提供を行った。

Ｂ
維持管理について、主な使用者であるシニアクラブと
高齢支援課で連携をして対応する。

継続

ボランティアの育成

サロン活動の運営支援（再掲）

貸し出し公共施設、公園、老人いこい
の家等の活用

よろず健康教室による軽スポーツや体
操の実施

シニアクラブによるスポーツ大会や健康
ウォーキング等の実施

その他各種スポーツ事業の実施

（
4

）
運
動
で
き
る
環
境
の
提
供

（
3

）
支
え
合
い
の
活
動
支
援

3
　
い
つ
ま
で
も
元
気
に
介
護
を
必
要
と
せ
ず
に
暮
ら
す

生活支援コーディネーター、第２層生
活支援・介護予防サービス提供主体等
協議体の活動推進（再掲）
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基本
目標

施策
目標

令和元年度　取組内容 評価 今後の方針
次年度
方　 針

展開していく施策等

訪問型サービス及び通所型
サービス

訪問型従来型サービス及び通所型従来型サービスを実施
した。平成30年報酬改定の国単価・地域区分単価をそのま
ま採用し、事業者が受け取る第1号事業支給費の水準を維
持した。

訪 問 型 従 来 型 サ ー ビ ス 第 １ 号 事 業 支 給 費 決 算 額
69,256,950円
通 所 型 従 来 型 サ ー ビ ス 第 １ 号 事 業 支 給 費 決 算 額
101,525,485円

B

・従来型サービスの実施を継続しつつ、他の類型サー
ビス等を創設・拡充し、事業対象者、要支援１・２の認
定をお持ちの方のサービス利用の選択肢を増やす。
・介護予防ケアマネジメントの平準化を図り、利用者の
状態像に応じたサービス選択が行われるようにする。

継続

介護予防ケアマネジメント

介護予防ケアマネジメントを実施した。平成30年度報酬改
定の国単価・地域区分単価をそのまま採用し、事業者が受
け取る第１号事業支給費の水準を維持した。

介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 第 1 号 事 業 支 給 費 決 算 額
22,077,196円

Ｂ

・訪問型及び通所型の従来型サービス以外のサービ
スを創設・拡充し、サービス利用の選択肢を増やす。
・研修等を実施し、介護予防ケアマネジメントの平準化
を図り、利用者の状態像に応じたサービス選択が行わ
れるようにする。

継続

介護予防把握事業

高齢者アウトリーチ事業により、介護保険未利用、80歳で各
種行政サービスにつながっていないの独居高齢者、80歳以
上を含む75歳以上高齢者のみで各種行政サービスにつな
がっていないの世帯に対してアンケート調査を行い、実態
把握を行った。
令和元年度は927世帯に配布した。

Ａ

中には認知症の進行している方等もいて、目標である
洗い出しに成功したケースもあった。対象者について
今後、検討が必要である。
令和2年度は、特別定額給付金の未申請者（65歳以
上で何歳からにするかは検討中）に対してアウトリーチ
を実施する予定。

継続

介護予防普及啓発事業

脳トレ元気塾（5,702人）・脳力アップ塾（806人）・お喜楽貯
筋クラブ（762人）いずれも広く周知され、参加者も多く、内
容も好評を得た。
フレイル、オーラル・フレイル予防事業は講演会と個別歯科
指導が受けられる歯っぴークーポンの2本立てであるが、講
演会は174人参加で大好評で終わった。（再掲）

Ａ
令和3年度に向け、一般介護予防事業の再検討を行
う。(再掲)

継続

総
合
事
業

（
介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー

ビ
ス
事
業

）

総
合
事
業

（
一
般
介
護
予
防
事
業

）

4
　
介
護
が
必
要
と
な

っ
て
も
安
心
し
て
暮
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す

（
1

）
介
護
保
険
サ
ー

ビ
ス
基
盤
の
充
実

（
地
域
支
援
事
業

）
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基本
目標

施策
目標

令和元年度　取組内容 評価 今後の方針
次年度
方　 針

展開していく施策等

地域介護予防活動支援事業
通いの場の活動支援、介護サポーター育成、地域活動組
織の育成、ボランティア等の人材育成等の取り組みを実施
した。

B
其々の取組の課題をふまえ、継続して実施していく。
詳細は各取組の欄にて記載したとおり。

継続

一般介護予防事業評価事業
介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を
行い、一般介護予防事業の事業評価を一部で行った。

Ｃ
どのように評価していくか具体的に示し、実施してい
く。

改善

地域リハビリテーション活動支
援事業

個別地域ケア会議において、リハビリ専門職がアドバイザー
として参加した。

Ｂ

継続してリハビリ専門職との連携を図っていく。
住民主体型の通いの場づくりを行い、そこにリハビリ専
門職と生活支援コーディネーターが訪問し、市内共通
の介護予防支援事業を展開する。

継続

第１号介護予防支援事業
地域支援事業 総合事業「訪問型サービス及び通所型
サービス」および「介護予防ケアマネジメント」に集約され
る。

Ｂ
地域支援事業　総合事業「訪問型サービス及び通所
型サービス」および「介護予防ケアマネジメント」に集
約される。

継続

総合相談支援業務

本人や家族からの相談はもとより、介護サービス事業者、医
療機関、民生・児童委員、ボランティア等関係者とのネット
ワークや地域住民からの情報提供、高齢者アウトリーチ事
業による実態把握からの総合相談を行った。

Ｂ
特に居宅介護支援事業所の介護支援専門員との連
携は必須であり、良好なネットワークの構築とコミュニ
ケーションを確保する。

継続

権利擁護業務

高齢者虐待は、高齢者虐待防止法にのっとり、マニュアル
を活用して対応した。消費者被害に関しては、防災防犯
課、警察、消費生活センターと連携を図り、対応した。成年
後見制度の活用に関しては、きよせ権利擁護センター「あい
ねっと」と連携し、対応した。
虐待等で「やむを得ない事由による措置」実施件数：3件

Ｂ
虐待の早期発見につなげるべく、市内介護保険事業
所はもとより、市民への普及啓発を行う必要がある。

充実

包括的・継続的ケアマネジメン
ト支援業務

支援困難事例等で福祉関係者から相談が入り、対応した。
（相談件数1,580件）困難事例といわれるケースに関しては、
圏域包括、基幹型包括も協力し、対応した。必要時には個
別地域ケア会議を開催し、対応した。

Ｂ

介護支援専門員が抱える困難事例に関して、困難を
感じ始めた時期からの相談を受ければ、より対応がし
やすくなる。そのため、介護支援専門員との連携を強
化する。

継続

総
合
事
業
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基本
目標

施策
目標

令和元年度　取組内容 評価 今後の方針
次年度
方　 針

展開していく施策等

在宅医療・介護連携推進事業

①在宅医療・介護関係者の連携を推進するために、専門職
種が在宅医療・介護の必要性と相互の専門性や役割を学
ぶ研修の見直しを行い、２回実施した。
②市民が認知症について学ぶことが出来る講演会を開催し
た。
③在宅療養についての機関・専門職、市民の理解を進め、
在宅療養の利用者（往診利用者）が増えるように進めてい
る。
④専門職種が連携に困った際に相談できる医療・介護連携
相談窓口を充実させた。(再掲)

B

研修会の運営について、平成30年度から医療介護連
携推進協議会研修部会に加え、関係諸団体による実
行委員会を立ち上げ、運営の協力を依頼している。

令和元年度末から広がった新型コロナウイルス感染症
の影響で医療・介護の専門職が出席する協議会の開
催が難しい状況となっている。連携推進を図る協議体
や研修等のオンライン化について検討する。(再掲)

改善

生活支援体制整備事業
高齢者の日常生活上の支援体制の充実・強化、高齢者の
社会参加の促進について、１層協議体や2層協議体で話し
合いを行った。

Ｃ
協議体等を活用しながら市内のＮＰＯ法人やシルバー
人材センター、自治会等と話し合いを進め、住民主体
による生活支援体制が立ち上がるよう働きかけを行う。

充実

認知症総合支援事業
（認知症初期集中支援推進事
業、認知症地域支援・ケア向上
事業）

認知症の人とのファーストタッチを意味し、認知症の初期症
状の人、認知症があるが、医療や介護につながりがない人
に対しての訪問を中心とした短期的な支援を行っている。
(再掲)

B

市内包括支援センター、地域拠点型認知症疾患医療
センターとの連携を強化し、利用者がかかりつけ医で
の認知症の継続的な支援を行えるような連携を図って
いく。（再掲）

継続

地域ケア会議推進事業

自立支援型個別地域ケア会議：7回　課題解決型個別地域
ケア会議：2回　一定回数以上の生活援助を位置付けたケ
アプランの検討個別地域ケア会議：1回　地域ケア推進会
議：4回　その他地域ケア会議：15回　開催した。（再掲）

Ｂ
個別地域ケア会議を重ねていき、地域ケア推進会議
で地域課題の発掘、提言、対応を行っていく。(再掲)

充実

清瀬市認定ヘルパー養成研修
→介護人材育成定着支援事業
【清瀬市介護はじめの一歩研
修（入門的研修）】

・日本社会事業大学の協力のもと令和２年２月に実施し10
名が修了した。カリキュラムは「介護に関する入門的研修の
実施について（社援基発0330第1号）」に基づく入門的研修
に「ボランティア活動について」を加えた22時間（全4日間）と
した。
・前年度評価で、受講者の研修満足度は高いものの、介護
人材の確保という点では就労に結びついておらず改善が必
要としたことから、令和元年度は市内事業所と協力し、研修
修了後に事業所見学を行うこととし、受講者と事業者がつな
がる仕組みを構築した。（新型コロナウイルス感染症の流行
により事業所見学期間は令和2年7月末まで延長してい
る。）

Ｂ

・市報掲載やチラシ配布を行い事業を周知する。市内
コンビニエンスストア等にもチラシを掲示を依頼する。
・新型コロナウイルス感染症の流行により、事業所見学
の効果の検証は十分行えていないため、次年度も事
業を継続し検証する。

改善
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基本
目標

施策
目標

令和元年度　取組内容 評価 今後の方針
次年度
方　 針

展開していく施策等

家族介護支援事業
　介護教室の開催

清瀬リハビリテーション連絡会、福祉用具事業所と協力し
て、安全な移乗介護と有効な福祉用具について学ぶ機会
を設けた。
令和元年度実績14人。アンケート結果ではすべての参加者
が「今後に役立てる」と回答した。(再掲)

A

家族介護者が何を学びたいか、令和元年度のアン
ケートを基に検討し、介護者に必要な教室を開催して
いく。介護離職防止のため、専門職による相談ブース
を設ける予定。(再掲)

継続

家族介護支援事業
　認知症高齢者見守り事業

家族介護支援事業
　家族介護継続支援事業

その他の事業
　成年後見制度利用支援事業

市長申立等に係る低所得者の成年後見制度の申立て費用
や成年後見人等の報酬助成を行った。
市長申立数6件（前年度13件）
成年後見人等の報酬助成6件（前年度6件）

Ｂ

地域包括支援センターや障害福祉課から虐待に伴う
市長申立が複数あることから、担当課間の連携を図る
ことで速やかな利用申し立てにつなげていく。
現状の体制でも速やかな成年後見市長申し立てがで
きているが、より迅速な対応に向けて、高齢者施策や
障害者施策の一環として対応することも検討の余地が
ある。

継続

その他の事業
　認知症サポーター等養成事
業

市内小学校の4年生を対象に認知症サポーター養成講座
を開催した。中学校に対しては2校において1、2年生を対象
に開催した。
認知症サポーターステップアップ講座を開催。参加者はＶＲ
機器を用い、認知症の疑似体験を行った後、意見交換を
行った。(再掲)

B

キャラバンメイトやステップアップ講座受講者から、
チームオレンジに興味を持つ方を募集し、令和2年度
以降のチームオレンジの構築に向け検討していく。
（再掲）

継続

改善

ゆりの会（認知症家族会）：毎月1回開催し、認知症の方を
介護する介護者の気持ちを吐露する場を作っている。令和
元年度実績12回。清瀬駅前の会議室で開催しているが、梅
園、野塩エリアからの参加があまりなかったため、秋津駅前
の会場で臨時会を開催した。
認知症カフェ事業：令和元年度より場所を変更し、直営での
実施とした。カフェふわっとんで年間20回開催した。年度途
中からはスターバックスでも開催し、年間7回開催した。全体
での参加者は延べ231名の参加があった。
いなくなっちゃうかもリスト（行方不明者対策）：行方不明の
危険がある市民をあらかじめ写真付で登録しておくことで万
一の際に備える。登録された方には、「きらり反射ステッ
カー」を配布した。
行方不明発生時、警察からの要望に応じ、清瀬市一斉メー
ルサービスの中の安全安心メール登録者に対して情報提
供し、早期発見に取り組んだ。
交通事故防止の推進：警察と連携し、認知症の方の免許返
納に取り組んだ。
権利擁護支援の充実を図っている。（再掲）

B
認知症カフェの周知は図られてきたが、認知症当事者
の参加は少ないため、認知症当事者が参加できるよう
な仕組みづくりを図っていく。（再掲）
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基本
目標

施策
目標

令和元年度　取組内容 評価 今後の方針
次年度
方　 針

展開していく施策等

介護予防や重度化防止に関す
る普及啓発

・「介護保険サービスガイド（2019年度版）」を作成・配布し
た。（令和元年6月）
・「清瀬市ケアマネジメントに関する基本方針」を再周知し
た。（平成31年4月）
・居宅介護支援事業所及び地域包括支援センターを対象
に、清瀬市の現状、給付適正化、介護予防・重度化防止に
関する内容の研修を実施した。（平成３１年４月）

Ｂ

・介護保険の理念に沿ったサービス提供（利用）が行
われるために、引き続きの周知が必要であり、研修等
を実施する。
・実施の評価だけでなく、浸透度の評価指標を検討す
る。

継続

介護予防の通いの場の充実

一般介護予防事業において、サポーターを育成した（5
名）。サポーターは、一般介護予防事業内で講師として体
操を実施したり、市内で開催された事業にボランティアとし
て参加した。
住民主体による通いの場づくりを推進するため、週に1回程
度の運動を行う10の筋トレの立ち上げ体験会を開催し、11
グループが立ち上がった。

Ｂ

サポーターとして活躍はするが、自らが中心になりサロ
ン・グループ等活動するまでには至らなかった。サ
ポーターが何人か集まり、グループ化し立ち上げ支援
を行うことが必要である。
住民主体による通いの場づくりをより推進するため、10
の筋トレの立ち上げ体験会を開催する。また、新たな
グループの立ち上げを支援していく。

継続

多職種が連携した地域ケア会
議の開催

自立支援型個別地域ケア会議：7回　課題解決型個別地域
ケア会議：2回　一定回数以上の生活援助を位置付けたケ
アプランの検討個別地域ケア会議：1回　地域ケア推進会
議：4回　その他地域ケア会議：15回　開催した。(再掲)

Ｂ
個別地域ケア会議を重ねていき、地域ケア推進会議
で地域課題の発掘、提言、対応を行っていく。（再掲）

充実

生活支援コーディネーター等を
中心とした活動推進

①地域包括支援センターの地区ごとに、高齢者の支え合い
の地域づくりについて情報共有や取組を行う第2層協議体
を、概ね毎月１回開催（３か所）。地域によってまだ協議体が
立ち上がっていないため、地区間で検討や活動の広がりに
差が生じた。
②市内全体の活動団体の紹介や、興味がある市民をつな
ぐ取組（マッチング）を行う大規模イベントを３月に企画した
が、新型コロナウイルス感染症の影響で中止とした。（再掲）

C

協議体活動の中心を第1層から第2層に移行し、地区
の状況にあった住民主体の取組を進める。
第2層協議体を開催できていない地区について、支え
合いの地域づくりについての理解を深める取り組みを
進め、実施できていない中里や下宿地域を含む協議
体の立ち上げを目標とする。(再掲)

改善
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基本
目標

施策
目標

令和元年度　取組内容 評価 今後の方針
次年度
方　 針

展開していく施策等

要介護認定の適正化

認定調査、審査判定のばらつきを解消し、全国一律の基準
に基づいた公正・公平な要介護認定が行われるように、以
下を実施した。
・委託調査票の点検
・事務受託法人の活用
・認定調査員現任研修（令和2年1月）
・モデル審査会（令和元年10月～11月）
・認定審査会委員連絡会（平成31年4月）
・合議体長・副合議体長会（令和元年12月）

Ｂ

委託調査票はほぼ全件点検を実施しているが、特記
事項の内容の問い合わせに時間がとられている。認
定調査員が認定調査の定義を正しく理解していない
場合ある。引き続き研修等を実施する。

継続

ケアプラン点検

「保険者と介護支援専門員が共に行うケアマネジメントの質
の向上ガイドライン（平成26年3月東京都福祉保健局高齢
社会対策部介護保険課）」に基づき、ケアプランがケアマネ
ジメントのプロセスを踏まえ「自立支援」に資するものになっ
ているか、基本となる事項を介護支援専門員とともに検証確
認した。
(年5件)

Ｂ 引き続き、事業を継続する。 継続

住宅改修・福祉用具点検

・事前申請書類のチェックを行い、住宅改修が被保険者の
自立支援に資するものになっているか確認した。
・費用の適正化を図るため、相談者には複数見積をとること
を促した。
・ケアマネジャーへ複数見積の促しの周知を行った。

Ｂ 引き続き、事業を継続する。 継続

縦覧点検・医療情報との突合
居宅介護支援費縦覧チェック（6件）と算定回数縦覧チェッ
ク（28件）の点検を配信時は適宜実施した。また、今年度より
重複縦覧チェックの点検を開始した（10件）。

Ａ 引き続き、事業を継続する。 継続

介護給付費通知
年1回、1か月分、居宅サービス等の利用実績がある被保険
者に対して介護給付費通知を発送した(3,413件）。

Ａ 引き続き、事業を継続する。 継続

給付実績の活用
・国保連合会介護給付適正化システム〈提供情報活用マ
ニュアル〉を活用し、効果が見込まれる帳票を活用した。

Ｂ
引き続き、給付実績の帳票の種類の把握、活用方法
の検討を行い、活用する帳票を拡大する。

継続
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基本
目標

施策
目標

令和元年度　取組内容 評価 今後の方針
次年度
方　 針

展開していく施策等

地域密着型サービス事業所及び居宅介護支援事業所を中
心に、基準の遵守、介護報酬の請求等に関する事項等に
ついて、周知徹底することを目的に、実地検査や集団指導
等を実施した。

Ｂ

・集団指導を実施し、市内事業所全体が基準を遵守
し、適正に介護報酬の請求等を行うようにする。
・事業所の指定期間も考慮しつつ、優先度の高い事
業所から実地検査を実施する。

継続

介護サービスに係る苦情等があった場合は、適宜、介護保
険サービス提供事業者へ事実確認・指導等を行い、必要時
は、東京都、国民健康保険団体連合会等と協力・連携し、
対応した。

Ｂ
引き続き、介護サービスの質の向上に向けた取組みを
実施する。

継続

・第7期のサービス見込量に介護離職防止に向けたサービ
ス量の上乗せを実施した。
・地域密着型サービスの整備に向けた情報収集を行った。
・社会福祉法人による「ひとまず窓口」の実施。
・グループホーム待機者調査の実施。

Ｂ

相談窓口の拡充は、現体制では困難である。
地域密着型サービスの整備は、介護人材確保とあわ
せた一体的な取組みが必須であり、市内地域密着型
サービスの利用人数・申込者数等の調査を実施しつ
つ、地域密着型サービスの整備に向けて準備する。

継続

・介護支援専門員初任者研修(1回)・現任研修(2回)を実施
し、制度改正内容等の周知を行った。
・ケアマネット清瀬、ケアパレット清瀬の開催を支援した。

Ｂ
・基準等に関する共通ツールの作成を検討する。
・ケアマネット清瀬、ケアパレット清瀬との情報共有を
図る。

継続
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利用者の保護

介護離職防止

事業者に対する支援及び連携

・市内事業所の介護人材に関する課題や取組状況等につ
いて、実態把握を目的にアンケートを実施した。
・実態把握や施策検討の場として、介護人材ＰＴを立ち上げ
た。（第1回令和元年12月開催・第2回令和2年3月は新型コ
ロナウイルス感染症の流行のため中止）
・区市町村介護人材緊急確保対策事業補助金を活用し、
総合事業以外のサービス事業所で働く従業者の確保も目
的に含め、清瀬市介護はじめの一歩研修（入門的研修）を
実施した。
・前年度評価で、受講者の研修満足度は高いものの、介護
人材の確保という点では就労に結びついておらず改善が必
要としたことから、令和元年度は市内事業所と協力し、研修
修了後に事業所見学を行うこととし、受講者と事業者がつな
がる仕組みを構築した。（新型コロナウイルス感染症の流行
により事業所見学期間は令和2年7月末まで延長してい
る。）

Ｂ

・引き続き、介護人材不足の実態把握に努め、効果的
な介護人材確保策を調査・研究する。
・清瀬市介護はじめの一歩研修は、市報掲載やチラシ
配布を行い事業を周知する。市内コンビニエンススト
ア等にもチラシを掲示を依頼する。
・新型コロナウイルス感染症の流行により、事業所見学
の効果の検証は十分行えていないため、次年度も事
業を継続し検証する。

継続
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介護人材の確保・定着支援

事業所に対する指導等
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